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①特定非営利活動法人職業教育評価
機構におけるこれまでの取組
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第一次構想懇談会（平成１５年）
主な委員

（会長） 多胡輝（千葉大名誉教授）

（副会長）東京都生活文化局長他１名

勝方信一（読売新聞社論説委員）

加賀美幸子（元NHK理事待遇アナウンサー）

黒川光博（虎屋社長）

浜田広（リコー会長）

佐野慶子（公認会計士）

松原隆一郎（東京大学大学院教授）

他 計２０名

＊作業部会委員長 小林光俊（東専各副会長）

他 東専各役員、東京都等 計１２名

（ ）内は当時
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第一次構想懇談会報告書
「専門学校の新たな取り組み」の提言

①高度な職業教育を提供する専門学校を伸長し、それを核とし

て将来像を構想する

②専門卒・大卒を入学資格要件とするマイスターコースを設

置する

③分野ごとの「産学連携会」を構築、業界・企業との連携を

強化する

④第三者評価団体（私立専門学校等評価研究機構）を作り、

受審・公表を通じ、専門学校の社会的信頼の確保を図る

⑤専門学校の制度的地位獲得を目指し、職業教育体系の再構築を

図る
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特定非営利活動法人職業教育評価機構（事業内容及び事業実績）

①第三者評価の実施
・受審校：64校（19年度８校、20年度３校、21年度５校、22年度２校、23年度４校、

24年度５校、25年度４校、26年度６校、27年度７校、28年度１校、

29年度５校、30年度１校、31年度４校、令和2年度２校、

令和3年度３校、令和4年度４校）

・実施組織：受審校毎の評価部会で審査・評価原案作成・第三者評価委員会で決定

・評価システム開発・改善：「私立専門学校等学校評価検討委員会」を中心に開発

②学校評価の促進
・自己評価等の研修実施（のべ39回受講1,800名）

・学校評価ハンドブック等の販売・配布（のべ2,269冊）

③学校評価制度の普及・啓発・相談
・講演会等の実施（のべ37回、聴講3,499名）

・学校評価、分野別評価などのテーマ
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特定非営利活動法人職業教育評価機構（受審校等）
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特定非営利活動法人職業教育評価機構（委託事業）
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専門学校教育に第三者評価を導入するに当たっての要検討事項

○ 請け負うことのできる機関があるか。

・ 職業教育評価機構では、平成１９年度より、専門学校を対象とした第三者評価を実施。

・ 他機関と協力すれば、年間の需要に応えていく余地があるのではないか。

・ 専門学校を対象とした第三者評価を実施している一般社団法人専門職高等教育質保証機構を

はじめとした、第三者評価機関の連絡協議会の設置・運営を施行。

○ 第三者評価を受ける対象となる専門学校の範囲は。

・ 専門学校の実態を踏まえると対象を限定することも考えられる。

・ 例えば、職業教育評価機構では、令和４年度の委託事業において、第三者評価の２段階方式

と適格認定版評価基準を検討。適格認定版は、職業実践専門課程に適用するものとして策定。

○ 受審する学校側の負担は。

・ 例えば、適格認定版の評価基準に限定すれば、負担の軽減が可能。
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②専修学校構想懇談会について
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第２次構想懇談会（平成30年～）の目標
①第一構想懇談会の継承

→専門学校に係わる現下の諸課題の状況を分析し、課題の本質を明確にして今後の

新たな専門学校像構築の土台とする

→職業実践専門課程を職業教育の在りかたの基本形 とし、その充実・発

展の提言をもって専門学校の振興と社会的信頼の確立を図る

②同じく職業実践専門課程の在りかたをを軸として、職業教育機関を

関連付け、職業教育体系構築の可能性を探る

③職業教育体系の確立への動きと併せ、学び直し、留学生問題など幅

広い観点から、国家学位資格枠組み構築を提唱する
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実施体制
組織

 専門学校検討部会(報告書R5.1）

構想懇談会（本部会）R6.4～

 高等専修検討部会(報告書R3.1)

専門学校検討部会委員

部会長 吉本圭一

副部会長 多忠貴

副部会長 関口正雄

稲永由紀（筑波大学講師）

新井吾郎（職業能力開発大学校准教授)

小林浩（リクルート進学総研所長）

他に、東京都私学部、東京商工会議所、東専各役員等 計20名

オブザーバー 文部科学省専修学校教育振興室中安室長迄歴代4名

同 全専各 菊田薫参与 11



構想懇談会 専門学校部会報告書

①構想懇談会の位置づけ（第1部）
専門学校への政策・改革動向から／第一次構想懇談会の継承の視点から

②制度の体系的整備（東専各等の取組を踏まえ）（第2部）
高度専門士等／職業専門分野分類／NQF

③職業実践専門課程の充実と職業教育のマネジメント
（文部科学省の見解を踏まえ）（第3・4部）

④多様な学生の受け入れと質保証（第5・6部）
助成措置／留学生と日本語教育／リカレント／学校評価
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報告書から1：企業との連携に見る職業教育のマネジメ
ントのあり方

職業実践専門課程の認定要件：企業等と連携した実習

企業側の役割は、学校側と協同で、

実習の①学修成果目標の設定②指導方法③教育プログラムの開発④評
価方法等、を開発、設定する。⑤教育指導、⑤評価を行う

→企業側は、協力者ではなく学校側と対等の教育指導者

→教育課程編成における企業の立ち位置も同様

職業教育のマネジメントからみると、企業との連携という局面におい
て、マネジメントは、学校内では完結せず、企業という外部へと開か
れたマネジメント。→職業教育のマネジメントの特徴とすべき
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報告書から2：分野別第三者評価について

①前提としての職業教育の分野分類 報告書第4章(東専各の取り組み)

②分野別評価基準なしの専門分野の評価者起用のみでは、評価の厳密性・公

平性が担保されない

③分野別評価の拡がりに求められること

→業界と学校双方が、人材要件・育成目標の明確化に取り組む必要→多く

の分野で機運に乏しい

→先進校の取り組みと業界への働きかけに期待

③分野分類が未着手の専門職大学院、専門職大学を含め、職業教育の体系化

と国際通用性の観点から、国の意志と関与がなければ大きな前進は望めない
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専門学校検討部会テーマ

「職業教育体系の確立に向けて」その視点

①職業教育の分野分類

②学修成果の明確化 職業実践専門課程の主眼

③ ISCEDにおける高度専門士の位置づけ → 国際通用性

④東京規約・NQF → 人材流動性の促進

⑤学び直し

（報告書の掲載URL：https://tsk.or.jp/documents/reports.php） 15
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